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１．この報告書は、平成２３年６月に策定された「第４次下妻市行政改革プラン２０１１－２０１５」の具体的な取り組み（実施計画）の進捗

状況をお知らせするものです。 

 

２．「第４次下妻市行政改革プラン２０１１－２０１５」計画期間は、平成２３年度から平成２７年度となっており、今回は平成２３年度末の

各実施項目における進捗状況についての経過報告になります。 

 

３．「取組状況」については次の５段階で表示しました。 

調査  ：実施に向け、費用対効果の検証や市民意向調査などを行っている。 

協議  ：実施に向け、関係者と協議している。 

計画策定：将来的な実施に向け、今後の計画をまとめている。 

試行  ：試験的に実施している。 

実施  ：実施（既に実施）している。 

なお、プラン策定時に取組ごとに進捗スケジュールを定めましたので、それに基づく平成２３年度の予定と併記いたしました。 

「進捗状況評価」については、各実施項目の平成２４年３月３１日の状況を４段階で表示しました。 

Ａ：大変順調に進行できている 

Ｂ：おおむね順調に進行している 

Ｃ：やや順調ではない 

Ｄ：まったく順調ではない 

 

４．現在の進捗状況 

 区分 件数 比率（％） 

A 38 44.7% 

B 40 47.1% 

C 7 8.2% 

D 0 0.0% 

合計 85   



1
1

実施

実施

試行

計画策定

2

実施

実施

実施

実施

実施

実施

プロジェクトチームの活用が
有効であるものについては、
積極的に活用する。また、プ
ロジェクトチーム、ワーキング
委員の負担が大きくならない
ように、連絡調整を行い実施
する。

大規模な事業があるときや繁
忙期には部課内で協力体制
を敷いている。

複数の事業等が同時又は連
続することもあり、各自の通
常業務への負担が増大する
ため、軽減策の検討等が必
要。

多数の人員を要する事業や
繁忙期の部課内における計
画的な流動協力体制を取る。

A

H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

B

施策評価の制度設計（評価
対象となる施策をどのように
定義するか、どの施策をどこ
で担当させるか）を検討する
必要がある。

課　題

評価シートを完成させるととも
に、実施に向けた最終調整を
行う。なお、H24年は市総合
計画後期基本計画の策定の
中で類似の調査を実施してお
り、またH25年は後期基本計
画の開始年度となり評価対
象期間が短くなってしまう。こ
れらのことから、この2年間は
施策評価実施を見送り、H26
年から実施する。

新しい評価シートを用いた事
務事業評価をH25年度から実
施し、評価結果のフィードバッ
ク方法を検討する。

事務事業評価を繰り返すこと
で、より効果的・効率的な事
業の実現につなげ、絶えず見
直す視点を持って取り組んで
いく必要がある。

流動的な協力
体制

事務事業の再編・整理

2

1
事務事業評価
の実施

事務事業の見直し件
数　200件

施策評価の導
入

評価結果に基づいた
予算編成

推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課

効率的な組織・機構の見直し

プロジェクト
チームの活用

全庁

連携の取れた効率的
な事業運営

全庁

H23年度の活動内容
改革の柱

市長公室

H27年度到達目標
(数値目標)

行政評価システムの推進

2

3

組織機構の見直しに伴う検
証作業を行い、市民ニーズに
柔軟、的確、総合的に対応で
きる効果的な組織機構を目
指す。

市長公室

市長公室

H22年度の事務事業516件を
対象に実施し、47件の見直し
判定（最終評価が「見直しの
上で継続」「廃止・休止」のも
の）を得た。

B

課内での協議の結果、施策
評価の導入よりも事務事業
評価の質向上を目指すべしと
いうことになり、試行を見送っ
た。評価シートの試作版は完
成させた。

A

A
効率的な組織体制の
構築及び行政事務の
改善

1
行政管理改善
委員会の活用

職員の意識改革、成果重視
の行政運営をより具体化する
必要性がある。

各種事業に対して、関係各課
でプロジェクトチームの活用
について検討した。また、計
画進捗状況について、ワーキ
ングチームを活用した。

○活用の検討に当たっては、
どの事業がプロジェクトチー
ムの活用に向いているか、判
断が難しい。
○職員数の削減等による業
務増のため、ワーキング委員
も多忙であり、必要最小限の
活用とした。

H24年4月に実施する組織改
編について市長から諮問が
あり、新たな組織体制の提案
を含む答申を行った。
その結果、今までの7部31課
体制を5部28課に改めた。

部課内の協力体制の
確立
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

3

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

調査

調査

2
1

実施

実施

2

実施

実施

B

くらしの窓口課にて各課窓口
のワンストップサービスを実
施している。また農政課にて
JA職員とワンフロア化を行っ
ている。

休日における証明書発行数
や時間外等における発行要
望等の数からすると、現段階
では導入の必要性が低いと
思われる。

A

A

A

業務の一部についてはマニュ
アル作成済みであるが、通常
業務についても作成し、全て
の職員が対応できるようにす
る。

各課への職務調査を実施し
た。

現状では特になし。

広範囲の業務ではあるが、
内容を掘り下げての質問に
は返答できない。

特になし。

組織をスリム化するとともに
退職不補充により職員数を
大幅に削減して来たが、この
スキームも限界を迎えつつあ
る。

B

各窓口担当課で係員や休日
日直者向けのマニュアル作
成が進んでいる。また業務が
スムーズに遂行しているな
ど、マニュアル作成の効果が
一部で表れている。

退職者数との均衡を図りなが
ら、最小限必要とする職員数
の採用を行った。

庁外の方を招いて会議を開く
際、会議の開催と場所などを
総合案内に伝えている。特に
トラブル、クレームもなく良好
に実施されている。

窓口来庁者の待ち時間が短
縮され、住民サービスの向上
が図れるので、引き続き実施
する。

国の法改正等の動向を見極
め、コンビニ交付など、自動
交付機以外の方法も視野に
いれなければならない。

市民の方が入り口で迷わな
いよう、声掛けをしていく。

ワンストップサービスは市民
に対し利便性があるため、こ
れからも継続していく。また、
各課からの一部事務の取扱
いも継続する。

引き続き職務調査を実施す
る。

人的配置の見直し

1
計画的な職員
採用

職員数310名(平成28
年4月1日時点)

1
職務調査の実
施

事務量の適切な把握

2

1

窓口業務の効率化

自動交付機の導入に
ついての方向性決定

3

4

総合案内体制
の充実

将来に亘り行政の継続を図
るためには、均衡の採れた職
員の年齢構成に考慮する必
要があることから、引き続き
職員採用を実施する。

市民のニーズ等の把握、国
の法改正等の動向、また費
用対効果を検証しながら、引
き続き調査が必要である。

A

○手続きの内容について、各
関係課との調整を図りながら
一覧表の作成準備に努め
た。【市民課】
○既に手続き一覧表を作成
しており、一部見直し等行っ
た。【建設課】

A全庁

全庁

記入されている制度内容が、
法改正等により変更となる場
合、手続き一覧表をスムーズ
に変更ができるよう、関係各
課との連携を密にする必要
がある。

手続き一覧表の完成、関係
課において配布。

定員管理の見直し

定員管理及び給与等の適正化

5
自動交付機の
研究

総合窓口設置の可否
についての調査・研究
整理

市民に分かりやすい窓
口対応

円滑な案内体制の確
立

市民課

総務課

手続一覧表の
作成

全庁

総務課

ワンストップ
サービスの研
究

均質なサービスの提供
マニュアル化
の推進

市民課
関係課
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

実施

実施

3

実施

実施

4

実施

調査

3
1

実施

実施

実施

実施

実施

実施

組織・機構の見直しに伴い、
H24.4.1定期異動において管
理職の削減を実施した。

特になし。

特になし。

○県や各種団体が主催する
研修に積極的に参加し、担当
業務の専門知識・能力向上
に努めた。
○業務の中には特定の資格
が必要なものもあるため、資
格取得に努めた。

職務調査及び自己申告を実
施し、これらの結果等を参考
に定期異動を行った。

人事院の給与勧告に準じ、給
与改定を実施した。

総務課

非常勤特別職報酬の見直し

1

1
人事院勧告に
準じた給与改
定

総務課

積極的な研修
参加

○各研修会に出席する際に
は、一人ひとり具体的な問題
意識を持って参加し、職員の
更なるスキルアップを図る。
○資格取得者養成のため、
専門研修への計画的な参加
を推進する。

長期に亘る派遣研修の場
合、周囲の理解と協力が不
可欠である。

○出張旅費に関する予算が
削減され、希望する研修に参
加できない場合がある。
○長期や継続的な研修にな
ると、通常業務との調整が必
要であり、他の職員の負担が
増えてしまう。
○定期異動により有資格者も
しくは取得中の職員が異動し
てしまうと、また一からの職員
養成が必要になる。

今年も積極的に研修会等に
参加して進めていく。

社会情勢に適応した
給与体制の確立

幅広く考える
意識の醸成
3

報酬の適正化
他自治体と均衡した報
酬額

人材育成の推進

2

3管理職の削減 適正な管理職数 総務課

給与制度・各種手当の見直し

B

A

管理職のポストは、組織・機
構にリンクするため、当該見
直しによらなければ削減は困
難である。

A

総務課

A

B

A

県内他市との情報交換を
行った。

○職務、経験年数等に応じた
階層別の研修への職員の受
講を図った。【総務課】
○各種研修会等に積極的に
参加し、さまざまな立場の考
え方を養った。【全庁】

庁内職員研修や研修所等へ
の派遣研修を計画し、公募又
は推薦により職員研修を実
施した。

職務調査、自己申告等を参
考に、定期異動を実施する。

全庁的な視野で考える
意識の醸成

2
計画的な職員
異動

計画的な職員異動に
よる適正な人員配置

組織・機構に応じた管理職数
とする。

他市町村の動向を踏まえな
がら、人事院の給与勧告に
準じ、給与の見直しを図る。

他市町村の動向を注視する。

引き続き同様に実施する。

特になし。

1
多様な研修機
会の充実

多様な研修機会の提
供による公務能力の
向上

研修への積極的な参
加による公務能力の
向上

職員の意識改革

総務課
全庁

総務課

他部門の研修にも参加しや
すい環境づくり、また関係各
課との連携強化が必要であ
る。

A

全庁
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

2

実施

試行

3

実施

実施

4
1

実施

実施

専門職の連携
専門職の連携強化に
よる公務能力の向上4

評価基準を統一させる。

○開催は、月末から第二・第
三の水曜日に変更し、講師を
お願いしての研修会は二時
間で実施を予定。
○保健師だけでなく、栄養士
も一緒に「災害時保健活動マ
ニュアル」を検討・作成をして
いく。

総務課
評価結果に基づく効果
的で効率的な組織体
制の構築

職員評価制度の活用

1
適切な職員評
価の実施 B

総務課
全庁

人事評価制度による評価を
実施した。

○条例等に基づき、市の保
有する情報を市民からの請
求に応じて適正に公開した。
【総務課】
○市の計画や公共サービス
の料金体系についてホーム
ページで公開している。また
水質など、市民の健康に関
わる情報についても公開済
み。【全庁】

全庁

引き続き、人事評価制度につ
いての研修を実施し、制度の
醸成を図る。

職員提案制度の充実

情報公開の推進

職員提案の活
用

1積極的な公表

情報公開の推進

業務多忙により、研修への保
健師全員参加、長時間の研
修を実施することが難しかっ
た。

A

現在はホームページ上での
公開がほとんどである。その
ため、パソコンの利用できな
い人に対する公開手法を検
討する必要がある。

昨年同様、積極的に活用をし
ていく。

○条例等に基づき、市の保
有する情報を市民からの請
求に応じて適正に公開する。
【総務課】
○市民の行政への関心を高
めるためにも、継続して取り
組むことが重要である。【全
庁】

職員提案の積極的な
活用1

関係課

公正で開かれた市政
の実現

提案の受け入れ及び検討等
が常に行えるような体制づく
りに努めている。

A

○提案が依頼された内容や
その時だけのものになってし
まう恐れがある。
○現状では活用以前に積極
的な提案が少ない。

「下妻市保健師の職場内教
育・人材育成ガイドライン」を
保健師全員で作成し、このガ
イドラインを基に月一回、一
時間で職場内研修会を実施
した。
新任保健師については、指
導保健師が付き、基本業務を
経験・実践できるように指導
した。他の部門についても基
本的業務への参加・実践を
行った。【福祉課・介護保険
課・保健センター】

A
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

2

実施

実施

実施

実施

3

実施

実施

協議

調査

実施

実施

5
1

調査

調査

行政区において、権限移譲さ
れる体制が整っていないた
め、体制整備に向け検討が
必要である。

近年情報量が多くなってお
り、提供する情報の整理や画
面などの見易さを検討する必
要がある。

意識調査の回収率をより高
めるため、回収率アップの工
夫を図る。

見やすく読みやすい広報紙と
するため、全ページカラー印
刷を検討する必要がある。

都市公園内の花の開花状況
など、市民が必要とする情報
を逸早く提供していく。

24年度にホームページリ
ニューアルを実施する。

使い勝手が悪く、更新頻度が
低い。

行政区で実施可能な事業及
び体制整備について、自治区
長連合会等と協議する。

B

B

B

A

全庁

市民協働課

市長公室

市民の声などを掲載し、行政
情報をわかりやすく伝えるこ
と、また、誰もが見やすい紙
面づくりに努めてきた。

各種イベントや市の制度など
を、ホームページや広報お知
らせ版、チラシなどの広報媒
体を使い、情報提供に努め
た。

3

市民協働の推進

市民と行政の適切な
役割分担の構築

最新情報のス
ピーディーな
提供

1

最新情報の随時更新

市政への理解と市民参加の
行政運営を図るため、市民生
活に必要な情報の提供と、市
民の声などを積極的に取り入
れ、市民に親しまれる広報紙
づくりに努める。

総務課

市民参画の推進

2
市ホームペー
ジの改善

アクセス数 24万件

広聴活動の充実

市民の意見を反映させ
た市政運営

1

より良い広報
紙の作成

広報紙配布率 90%

行政区への権
限移譲

市民意識調査
の活用

行政区で実施できる体制の
取組みについて協議する。 C

○H23年度のモニターからの
意見聴取は15件であり、その
対応実績は「対応済み7件」
「検討課題5件」「他団体への
働きかけ1件」「対応できない
もの2件」である。（参考H22年
度：22件）
○市政モニター会議を開催
し、モニター相互の意見交換
や通信カードを提出する以外
の意見等を直接聴取する機
会を設けた。

第2次下妻市男女共同参画
推進プランや下妻市介護保
険事業計画の策定におい
て、意識調査を実施し、計画
に反映させた。

CMS先進自治体のホーム
ページの研究。

A

市政モニターの目的は、行政
への市民参画であり、モニ
ターのなり手などの確保が課
題であり、今後とも、モニター
制度をPRしていく。

市総合計画後期基本計画や
市環境基本計画の策定で意
識調査を実施、市民の意見を
反映しながら策定する。

引き続き、市政モニターの充
実に努める。

2

1

広報活動の充実

モニターからの意見聴
取件数　40件/年

市長公室

全庁

市政モニター
の活用
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

2

実施

実施

6
1

協議

協議

パブリック・コメントの積極的
な活用に向けて、パブリック・
コメント実施の意義や重要
性、またその効果などを全職
員で共有する必要がある。

公募により募集しても、申込
数は全体の2～3割程度であ
るため、大半は推薦により選
出される状況である。今後、
公募拡充に向けさらなる工夫
が必要である。

B

○「下妻市パブリック・コメント
手続要綱」に基づき、5件の
各種計画策定の際に、パブ
リック・コメントを実施した。
【市長公室】
○どういった事業がパブリッ
ク・コメント実施に適している
か検討した。【全庁】

A

上部団体からの要請を受け、
県内自治体の状況等を調査
し、関係部署に必要性を説明
した

税務課 利用者への広報活動

B

B

市民代表の積
極的な公募
3

2
市民と共に作
る安全安心な
まち

パブリック・コメントの
積極的な活用

都市整備課

全庁
公募による委員の拡
充

パブリック・コメント制度の推進

1
市長公室
全庁

花の街づくり
推進事業の推
進

4
生涯学習ボラ
ンティアの活
用

5

講師数 24人

引き続き青色防犯パトロール
を推進し、関係団体との連携
強化を図り、市民一人ひとり
が犯罪に遭わない意識を持
てるよう啓発活動に取り組む
とともに、防犯ボランティアパ
トロールなど、市民が率先し
て行う防犯活動に対し必要な
支援を行う。

市民ニーズに適応し、ボラン
ティア講師制度が活用される
方策を検討する。

まちづくり女性スタッフの次期
募集の際も、引き続き公募を
実施するとともに、各種委員
の選出においても公募する検
討が必要である。

○15団体により16ヵ所1,730
㎡の緑地帯等の維持管理を
実施予定。
○現団体数の維持に努める
とともに、新規の団体登録に
向けた推進及び維持管理に
係る財源の確保を図る。

花の街づくり推進事業
委託団体の維持及び
拡大

行政の情報化の推進

申告受付事務の迅速
化

電子申告の推
進

パブリック・コ
メントの活用

C

防犯キャンペーンを行い、市
民の防犯に対する意識の高
揚を図った。また、防犯ボラン
ティア会員が年々増え、785
人となり、自主防犯活動団体
による青色防犯パトロールが
定期的に実施された。

B

まちづくり女性スタッフ募集時
において公募を実施してい
る。

ボランティア講師に登録され
た19名の講師派遣依頼がな
かった。

16団体により16ヵ所1,671㎡
の緑地帯等の維持管理を
行った。

高齢化等により、管理を辞退
した団体があり、市民のボラ
ンティア意識の継続や向上を
図り、花の街づくりへの参加
者をいかに増やすかが課題
である。

犯罪を生まない環境づくりを
進める上では、関係団体との
より一層の連携を密にした活
動が必要となり、特に自主的
に青色防犯パトロールを実施
している事業所等との連携強
化を図る必要がある。

市民ニーズも変化してるた
め、それらに適応した制度の
あり方を検討する必要があ
る。

平成24年度中に策定する計
画の洗い出しと全課・全職員
への制度周知に努める。

平成24年11月26日より、電子
申告サービス(el-Tax)を開始
する

防犯ボランティア会員
900人
青色防犯パトロール時
間 130時間

電子自治体の構築

公民館

消防交通課

1
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

協議

調査

7
1

協議

実施

協議

実施

8
1

実施

実施

調査

調査

新たな予算編
成

市長公室
財政課

効果的で効率的な予
算編成

効果的で効率的な予
算編成

市長公室
財政課

議会のあり方

議会事務局会議録の利便性向上

議会情報化の推進

評価に基づい
た予算編成

先行導入している他の議会
のものを参考にしながら、導
入システムの検討を行った。

LANを活用したグループウェ
アやファイルサーバーの利用
により、事務の効率化を図
る。

A

会議録の公開1 議会事務局

総務課

定例会（本会議）及び臨時会
について、市ホームページを
通じて公開している。

地図情報搭載に向けた調査・
研究を行った。

○全庁的な取組として達成で
きるよう、調整が必要である。
○行政評価を意識した予算
要求が必要である。

先進的な事例をよく研究し、
実情にあったものにしなけれ
ばならない。

統合については、リース期間
やフォーマットが違うため難し
い。

常任委員会、予算特別委員
会、決算特別委員会等につ
いても、会議録の公開を検討
する。

特になし

B

B

B

H25年度の行政評価におい
て全庁的に本取組が実施で
きるよう、事務事業評価シー
ト記入様式の作成、スケ
ジュールの策定、庁内調整を
行う。

ハードは整備済み

会議録の公開について（どこ
まで会議録を公開していく
か）、議会内（議員間）のコン
センサスを図っていく。

庁内LANの活
用

地図情報の総
合活用

行政評価と予算編成の連携

2
検索システム
の導入

財政健全化に対する取り組み

会議の透明性の確保

事務の迅速化

地図情報の総合活用

○H21年度に引き続き全事務
事業に対し事務事業評価を
実施し、各課・各部で予算編
成に活用した。【市長公室】
○予算事業明細書と行政評
価を併せて事業の必要性を
確認した。【財政課】

引き続き、先進事例の研究を
行うとともに、市長公室およ
び財政課での調整、各課およ
び関係機関との協議を行って
いく。

B

委員会会議録検索システム
の導入を検討する。

平成25年7月から、市ホーム
ページに会議録検索システ
ムを導入する。

茨城県統合型ＧＩＳへの地番
図データを搭載し、庁内ＬＡＮ
で利活用する。

3

2 総務課

2

1

B
事業別予算方式や施策別枠
配分方式について調査・検討
を行った。
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

2

実施

実施

3

実施

計画策定

実施

実施

4

調査

調査

実施

実施

5

試行

実施

継続した調査研究によ
る補助事業の有効活
用

全庁

自治総合センターコミュニティ
助成事業や公共下水道整
備、遺跡発掘調査等、積極的
に活用した。

A

財政課
資産台帳を整備し基準モデ
ルでの財務諸表を作成、公
表した。

1

(株)ふれあい下妻の経
営改善

財政調整基金
の積立

財政見通しによる財政健全化策の推進

2

1

各課の中長期的計画
に基づき優先順位を付
けることによる、財政
計画の策定

市長公室
関係課

第三セクター
の経営改善

市長公室
財政課
関係課

安定した経営基盤の
確立

上下水道課

財政計画の策
定

企画課・農政課・建設課で経
営改善業務に向けて、打ち合
わせを行った。

経済不況や地方税制の改変
に対応するにはまだ不足して
いる。

財務書類のデータを活用し、
今後の行財政運営にどのよ
うに反映させるか検討する必
要がある。

A

○現在、国の補助事業はい
きなりホームページに載せる
方式がとられているため、絶
えず情報収集する必要があ
る。
○各補助事業のうち、遺跡発
掘調査では、調査の案件が
突発的に上がるため、事前
の調査件数の予測が困難で
ある。

不測の事態に備えるため、更
なる積立を行う。
平成24年度に4億円。

10億円(標準財政規模の
1割程度)

1

公営企業の経
営改善

財務状況の公
表

計画的な基金の積立

基準モデルによる作
成・公表

補助事業の有効活用

2

○実施計画の策定につい
て、全庁的な取組となるよう、
各課との調整・意思疎通が必
要である。
○経済状況により地方税収
が変化するため、見通しが立
てにくく、正確な財政計画が
立てられない。

今後も、更に補助事業の有
効活用できるよう調査研究を
行なう。

各課で中長期計画を立て、優
先順位をつけることが必要で
ある。

専門性の高い業務であるた
め、コンサルティング会社な
どへの外部委託を検討する
必要がある。

施設の老朽化に伴い、今後
修繕費が高額になると予想
できる。

経営改善業務を経営コンサ
ルティング会社に委託し、実
施する。

引き続き、加入促進や、経費
節減を行い、経営の健全化を
図り、今後の大規模修繕に備
える。

データを蓄積し、類似団体及
び経年比較により財務状況を
分析する。

市関連団体の経営改善の促進

1
補助事業の有
効活用

財政課

公営企業経営健全化計画を
住民に公開し、加入促進、経
営の合理化、経費の節減等
を行い、経営の健全化に努
めた。

A

B

B

B

2.8億円積み立てし、総額約
9.5億円とした。

○向こう3年間の事業計画を
記載する実施計画策定シート
を事務事業評価とともに作成
を依頼し、取りまとめた。予算
編成時期である11月中には
完了し、各課・各部で予算編
成に活用した。【市長公室】
○各課で中長期計画を立て
てもらうための準備。【財政
課】
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

9
1

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

試行

実施

○保育料の滞納整理として、
夜間訪問徴収（月１回）を実
施した。また、子ども手当や
児童扶養手当を現金支給し、
納付を促した。【子育て支援
課】
○督促状・催告状等の文書
送付、電話や戸別訪問等に
より催告を実施した。また、水
道料金の滞納者に対しては、
給水停止を実施した。【上下
水道課】
○学校教育課職員による臨
戸訪問、学校給食費の滞納
対策について先行事例を調
査。【学校教育課】

市税等の滞納整理を全庁的
に実施するため、下妻市滞納
対策本部を置き23年度取組
内容を決定した。

下妻市滞納対策本部の基本
方針に従い、市税等を滞納し
ている人に対し、一部の行政
サービスの利用制限を実施し
ている。保険証の交付制限
や補助金交付、市営住宅、す
こやか保育応援事業など。

2
公共料金の滞
納整理の強化

3

財政課

収納課

全庁

入札資格の厳
格化

市税徴収率 92%
全庁的な滞納
整理の強化

歳入確保の強化

B
○委託、物品業務への特別
徴収の実施検討。
○入札とならない少額案件へ
の照会実施検討。

収納課では、臨戸訪問による
催告徴収の方法から差押等
の滞納処分にシフト変更して
おり、全庁的な取組みを行う
ことは難しい。

各事業への理解がまだ十分
ではないこと。また学校給食
費など、滞納対策を実施しに
くい公共料金について、対策
を検討する必要がある。

B

B

滞納世帯への支給制限を行
なったが、事前に通知し納税
につながるようにする。

A

徴収業務はマンパワーにより
促進されるため、人員の増が
必要である。

A

○特別徴収の委託業務への
拡大。
○納付状況照会の適宜実施
継続。

収納率の向上

1

滞納対策の強化

滞納処分の徹
底

4
滞納者に対す
る支給制限

差押等による強制徴収を積
極的に実施したことで、全て
の税等（現年・繰越分）の徴
収率がアップした。

入札参加資格申請において
工事業種へ申請した市内業
者については、特別徴収の
義務付けを行った。また、納
付状況についても、入札毎に
実施した。

収納課で行っている差押等
の滞納処分を引き続き行い、
滞納整理の強化を図る。

納税者が不公平感を持つこと
がないよう、今後も差押等に
よる強制徴収を積極的に実
施していく。

該当者に事前通知し、滞納世
帯が少しでも納税意識を持つ
よう周知する。

引き続き、個別訪問徴収や供
給停止を実施し、収納率の向
上に努める。

収納期限の厳守

滞納処分の徹底によ
る収納率の向上

収納率の向上及び公
平性の確保

関係課

収納課

5
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

調査

調査

調査

協議

2

調査

試行

実施

実施

調査

調査

3

調査

調査

施設所管課

C

B

茨城県租税債権機構で行わ
れた講習会に参加した。【収
納課】

窓口業務等に対応する人数
が足りず、業務に必要な研修
等に参加できない場合があ
る。

関係課内で課題等と整理し
た。【収納課・会計課】

茨城県租税債権機構などで
行われた研修会等に参加し
た。【収納課】

B

出品物の管理・手配・電話対
応等煩雑な作業が多く、時間
がかかる。

組織の再編が必要になると
思われるので、現状では難し
い。

○市ホームページのバナー
や窓口用封筒について、広
告媒体としての認知度が低
く、申し込みが少ない状況で
ある。
○広告媒体の主管課と広告
募集の主管課が異なるため、
印刷時期の調整などが必要
になってしまう。

法定外公共物や車両の払い
下げを実施した。

○「下妻市広告掲載の取扱
いに関する要綱」に基づき、
有料広告を募集した。
　広告掲載件数：16件（内訳：
広報紙13社、市ホームページ
2社、封筒1社）
　広告掲載料収入：823,000
円【市長公室】
○市バスに広告掲載する件
は未着手。【財政課】
○現時点では、特に目立った
活動はしていない。【生活環
境課】

C

窓口における現金取扱業務
を会計課一本にした場合の
課題を検討する必要がある。

徴収関係職員のスキ
ル向上

有料広告の推進によ
る財源の確保

収納課業務の
見直し

有料広告の推
進
2

3

現状を把握したうえで適正な
受益者負担率の算定を行う。

業務に必要な研修会等に
は、積極的に参加していく。

ひきつづき調査研究する。

○広報しもつまに、有料広告
募集の広告を定期的に掲載
し、申し込みの推進を図る。
○平成24年度に市ホーム
ページのリニューアルが実施
され、見やすさやタイムリーな
情報の掲載するなど閲覧者
の確保に努め、リーニューア
ルの周知とともにバナー広告
の募集を積極的に推進する。
○本庁舎市民ホールに市内
案内板「シティナビタ」が設置
されるため、そちらへの広告
掲載も検討する。

インターネット入札等を利用
し、不用備品の売却を図る。B

関係各課と協議を行ってい
く。

近隣市町村では行っていな
い収納担当課窓口での現金
取扱業務について、引き続き
関係課（会計課）と具体的な
協議を行う必要がある。

全庁

収納課
会計課

関係課

徴収関係課

1

6
徴収関係職員
のスキル向上

7

効率的な現金収納体
制の確立

市で保有する
財産の売却推
進

自主財源の確保

債権管理業務の一本
化に向けた課題の整
理

8

債権管理の一
本化

売却推進による財源
確保

市長公室
関係課

財政課

ネーミングライ
ツ制度の導入

受益者負担率
の算定

制度のメリットを調査研究す
る。【生涯学習課】

C

C制度のメリットの調査
研究

負担率に基づいたコス
ト低減及び適正な事業
運営

受益者負担金の適正化と収益の向上

1

先進事例の情報収集が必要
である。

受益者負担が大きくなる場
合、実施段階において市民
等の理解を得なければならな
い。

負担率算定の前提となる基
準モデルによる財務諸表を
作成した。
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

調査

調査

実施

実施

4

実施

実施

10
1

実施

実施

実施

実施

消耗品の経費の節減

経費の節減

使用料の減免等により市民
が施設を活用し易くなってお
り、生涯学習の場の提供がで
きている。しかし、減免制度
は長年にわたる経過、慣例な
どから、減免判断の拡大が生
じ易くなる傾向があるため適
正管理に務める必要がある。

消耗品を最小限の使用として
いるが、業務上、配付物の印
刷等、消耗品費の削減は難
しい状況である。

住民情報系システムについ
ては、クラウドへの移行の予
定であるが、リース満了とな
る平成28年4月以降となる。

国・県の政策に大きな影響を
受けることから、相手や状況
に応じた誘致活動やPRに努
める必要がある。

○未加入地域の井戸依存度
が高く、現在の生活水に苦慮
することが少ないことが未加
入の要因である。
○下水道は接続工事に多額
の費用がかかるため、工事を
ためらう方が多い。

企業誘致の強化

下水道加入率：65%
上水道加入率：県水道
普及率と同水準

1
企業誘致によ
る財源確保

2

4
上下水道への
加入促進

健診受診負担
金の見直し

「お知らせ」による啓発活動
や、未加入世帯が多い地域
に出向き、各家庭に加入促
進を図った。

○他の課や市町村の施設を
調査研究する。【生涯学習
課】
○従来どおり、使用料及び減
免制度に基づき徴収を実施し
た。【公民館】

C

市民の利便向上のため、減
免制度は今後も継続する。し
かし、減免は長年にわたる経
過、慣例などから、減免判断
基準が拡大する傾向が生じ
易くなるため市民に周知しな
がら適正管理に努める。

自己意識改革と恒常化を図
る。また、購入する品目につ
いて、より価格の低いものが
あるか検討し、コストを抑える
努力をする。

H24年度以降も事業内容に
応じた負担額の検討をしてい
く。

負担金の値上げによる検診
率の低下が懸念される。

引き続き国からの補助金や
圏央道開通の予定など、当
市の魅力を積極的にアピー
ルしていく。

安全性や衛生面のメリットを
積極的にPRし、新規水道加
入の促進、下水道への接続
促進を図る。

ＩＴコーディネータによるコスト
評価の実施。クラウド導入に
向けた研究。

3
施設使用料や
減免制度の見
直し

システム更新
時の経費節減
1

2

経費の節減合理化

企業立地の実現

消耗品の節約

導入経費の節減

保険年金課
保健セン
ター

受益者負担の適正化 A

A

A

A

B

市内各施設及び近隣
市町村と均衡の取れ
た使用料や減免制度

ミスコピーの裏紙活用、消耗
品の節約、大量印刷時の印
刷機活用などを徹底し、経費
節減に努めた。また、コピー
機の契約を見直し、コピー単
価を減額した。

茨城県、県開発公社等の関
係機関と連携し、企業誘致活
動を行った。また、この数年
間の活動が実り、企業誘致
（市内工業団地に工場建設）
に成功した。

総務課

市長公室

上下水道課

全庁

特定健康診査／基本健康診
査受診費用自己負担金を
1,000円から1,500円に見直し
た。【保険年金課・保健セン
ター】

ＩＴコーディネータによるコスト
評価を実施。

施設所管課
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

実施

実施

実施

実施

2

実施

実施

実施

実施

3

実施

実施

4 交際費の節減

公用車の経費の節減

関係課

2 全庁時間外手当の削減
代休と時差出
勤の徹底

繁忙期が重なってしまうと、
少人数の課においては、業
務に支障が出てしまうことが
ある。

個人差があり、徹底すること
が困難である。職員間の意
識を向上させていくことが必
要である。

B

全庁
コスト意識の向上と経
費節減

課内の応援体制による弾力
的な業務配分を行い削減を
図る。

課内の応援体制による弾力
的な業務配分を行い削減を
図る。

購入前の在庫確認を徹底す
る。

業務遂行のため車輌は利用
する。普及啓発として業務に
電車利用を取り入れる。

引き続きコスト意識の向上と
経費節減に努める。

市の代表者として交際する際
に必要最低限の社会的儀礼
を果たすために執行し、市政
の円滑な運営を図る。また、
支出状況をホームページ等
で公表していないものについ
ては、公表する。

B

現場対応や巡回等、車が必
要不可欠である。また、乗り
合わせを行う際も待機時間が
発生してしまうため、調整が
必要である。

B

代休の取得は原則、前4週、
後8週の期間内となっている
が、業務多忙により取得が困
難なケースが多い。

多様化する社会情勢の中で
交際費の適切な支出を行っ
ていく必要がある。

A

休日出勤および時間外勤務
は、原則代休対応としてい
る。また時差出勤も活用し、
時間外手当支給を抑制して
いる。

在庫品を効率的に使用する
とともに、必要に応じてシステ
ム検索を行い、他課の備品も
有効使用している。

破損品買い替えの前に、庁
内で不要になった物品がある
かをあたるべきである。

A

1

3

交際費の節減

5

時間外手当の削減

全庁1

繁忙期の協力
体制

在庫品確認の徹底に
よる経費節減

公用車利用の
抑制

“もったいな
い”意識の徹
底

備品を購入す
る前のシステ
ム検索

備品管理システムの活用

時間外手当の削減

A

イベント準備期間や会議当日
などの繁忙期、また住民対応
などの急な外出時には担当
者・担当係に関わらず課内協
力体制を採った。その結果、
業務時間内での作業終了、
各自の負担軽減を図った。

用件の取りまとめや自転車を
活用し、なるべく公用車を使
わないよう心がけた。また、
乗り合わせを実施した。

休憩時の消灯、資源ごみのリ
サイクル、ミスコピーの裏紙
利用を実践している。

全庁

全庁

○平成23年度市長交際費
は、125件752,340円の実績で
あり、支出基準に即し適切に
支出した。
　＊平成21年度に基準改正
以降2ヵ年平均105件753,153
円【市長公室】
○議長交際費の適正な支出
に努めた。平成24年5月に支
出基準を制定し、公表を実施
する。【議会事務局】
○使途目的を極力限定する。
【農業委員会事務局】
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

試行

試行

4

協議

協議

5

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

11
1

実施

調査

全庁

財政課

B

委託料の節減

生ごみ排出量
の削減

医療費の抑制

職員自らによ
る庁舎管理

4

A

A

B 稼働率の低い車両を計画的
に廃車する。

継続して検討する。

A

給食用牛乳パックを業者が
独自に回収を行うことにより、
単なるごみとしてではなく、リ
サイクルとしてごみの減量化
に努めた。

国保総合システムの稼動に
より、差額通知作成ができる
ようになり、年2回発送した。

職員による花壇整備2回、池
清掃2回を実施した。毎閉庁
後、庁舎内清掃を実施した。

廃車台数3台に対し、購入台
数は2台に抑え、1台の減とし
た。

○建設技術公社並びに県が
主催している研修会へ参加し
情報収集を図っている。【建
設課】
○設計・施工の最適化（小型
マンホールの使用・発生土の
利用）。【上下水道課】

補助金の見直し

3
給食用牛乳
パックのリサ
イクル推進

1
補助対象の見
直し

保険年金課

補助団体の整理

３Ｒの推進による経費
の節減

補助金等の整理合理化

ごみ処理経費の節減 生活環境課

生活環境課
学校教育課

ジェネリック医
薬品の利用推
進

施策の推進による経費削減

財政課

建設関係課

2

1

公用車の台数
減

公共工事のコスト削減

職員数に適した台数2

1
最新技術の情
報収集

研修や情報収集によ
る工事経費の削減

生ごみ処理機器購入補助金
の制度を知らない方に対し、
周知をしていくことが必要で
ある。

リサイクルにより環境に対す
る理解を深めるとともに、ご
みの減量化に努める。

公用車の増廃車計画を作成
し、実状に即した台数を目指
す。

○団体の整理・統合にはある
程度の時間を要する。
○補助団体のあり方等、見直
しに向けた全庁的な統一方
針が必要である。

現状維持。
なお、池清掃については、安
全面を考慮し、瓦チップを利
用し、敷きならした。（平成24
年度実施）

日常業務と重なり、参加が困
難なときがある。

これまでと同様に、事務に支
障の無い範囲で研修会に参
加し最新の情報収集を図る

ごみ処理に係る経費の負担
を軽減するためにも、広報誌
等に掲載し、制度の活用を周
知する。

今後も医療費の抑制を図る
ために継続していく。

H22年度のコンポスト7基、処
理機2基という補助実績を、
H23年度はコンポスト28基、
処理機11基とし、ごみ処理に
係る経費の負担を軽減した。

補助団体の事業内容等を調
査し、補助の必要性を検討し
た。

B

B

13 / 16 ページ



H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

2

実施

実施

実施

実施

B

加盟の経緯及び他市とのバ
ランス・関係等もあり、一概に
有効性・妥当性又は経費削
減・予算執行の効率化等だけ
では見直しができないケース
がある。

他の構成団体があるため、
当市単独での対応が困難で
ある。

2 全庁

全庁

負担金額の適正化 全庁

負担金の見直し

加盟している
協議会の見直
し
1

○事業内容により、変更に時
間要するもの、削減が難しい
ものもある。
○適正金額の算定が困難で
ある。

引き続き協議会等への負担
金額の見直しを行う。

継続して見直しを実施する。

効果の薄れた補助金の削減
等について再検討していく。

同様の協議会の合併の可能
性を検討するほか、市へのメ
リットが少ない協議会等への
加盟の存続について、検討し
た。その結果、有効性の低い
2団体を退会した。

B

補助団体と協議し、補助金額
や制度の見直しを行った。ま
た支出の際には、補助金の
活用状況や補助団体の事業
内容。事業費等を確認して決
定している。

B

2
負担金額の見
直し

加盟団体の整理

各課所管の協議会負担金に
ついて、それぞれ見直しを検
討した。その結果、２つの団
体の負担金減額が決定した。

適正な補助制度の確
立

補助金額や制
度の見直し
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

12
1

実施

実施

○維持管理業務で、単年度
の委託契約をしているものが
あるので、業務内容を検討し
て複数年契約に移行する。
○各学校別の維持管理業務
委託を一体化できないか検
討していく。

アウトソーシングの推進

1

公民連携の推進

A

○電気保安業務委託他8件
の委託契約を複数年契約を
実施している。【財政課】
○調査清掃業務他3件は複
数年契約とした。また電気保
安業務等に対しても、見積も
り合わせを実施し経費の節減
に努めた。【くらしの窓口課】
○保育園舎の清掃等につい
て複数年、他庁舎等との合同
契約で委託し、経費の節減を
図った。【子育て支援課】
○市営住宅において複数年
契約による経費削減を実施し
た。【建設課】
○主要な都市公園の維持管
理に必要な委託業務につい
ては、複数年契約で実施して
いる。【都市整備課】
○流量計保守点検、マンホー
ルポンプ保守点検及び水質
検査業務委託について、複
数年契約を実施している。
【上下水道課】
○浄・配水場の運転業務委
託で複数年契約を実施してい
る。【上下水道課】
○維持管理費業務委託は32
件実施しており、複数年契約
による節減が達成できてい
る。【学校教育課】
○債務負担行為等による委
託業務の複数年契約を実施
している。【生涯学習課】
○清掃業務、夜間警備業務、
冷暖房空調保守点検業務、
消防用設備保守点検業務に
おいて実施。【図書館】
○施設の主な維持管理業務
委託は、複数年契約で実施し
ている。【公民館】

○経費節減に繋がるが、成
果についても単年度以上の
効果が発揮出来るよう検討し
なければならない。
○本庁舎建設後34年が経過
し今後も施設の老朽化に伴
い、維持管理に経費がかか
ると思われる。
○学校施設の維持管理業務
では、委託の内容により、各
学校別の発注となっているも
のがあり、事務量の軽減につ
ながっていない。

関係課維持管理経費の節減
維持管理業務
の複数年契約
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H24年度以降の
活動内容（予定）

H23年度
の評価

課　題推進事項
取組内容

取組状況
（上段：平成23
年度の予定）

所管課 H23年度の活動内容
改革の柱

H27年度到達目標
(数値目標)

実施

実施

2

実施

実施

3

調査

実施

民間活力の有効活用

指定管理者制度の推進

適切な民間委
託
2

1

1
未利用地、遊
休地などの売
却

売却の積極的な推進
市長公室
財政課

指定管理契約期間が満了し
たものについて、新たな指定
を行った。

計画案の策定や保育事業の
一部などで民間への委託が
進んでいる。また、さらに広範
の民間委託について、調査
研究を行った。

○下妻市開発公社との連携
のもと、下妻東部第一区画整
理地内の未利用地を売却し
た。【市長公室】
○試算の利用方針が立って
おらず、積極的な活動ができ
ていない。【財政課】

多くの遊休地が狭い・交通の
便が悪いという悪条件を有し
ており、条件に合う売却先が
少ない。

市開発公社との連携を深め
ながら、有効利用を検討して
いく。

B
引き続き指定管理者制度の
原則に基づき、導入の適否を
検討する。

A

今後も適切な民間委託を推
進し、経費節減を図る。

○直営施設の指定管理者移
行については、市の組織機
構の見直しに合わせて検討
する必要がある。
○各施設の指定管理者は実
質独占状態であり、制度のメ
リットを生かし切れていない。

A

○「適切な委託料」の算出や
「職員自らが実施すべきも
の」の選別について、前例踏
襲になりがちである。
○費用対効果の高い委託先
選定と入札制度による透明
性維持を両立させながら推進
しなければならない。

民間委託の推進によ
る経費の節減

指定管理者制度導入
施設数の増加

指定管理者制
度の推進

全庁

全庁
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